令和８年度学校教育計画の様式の主な追加・変更点並びに留意点
➢ 今年度の主な追加・変更点並びに留意点は以下のとおりです。

昨年度からの大きな変更点はないが、引き続き以下について留意すること。

■　留意事項
　・　学校教育法施行規則（昭和２２年度文部省令第１１号）別表第一、別表第二に定める標準授業時数を大きく上回って教育課程を編成・実施している学校が一定数あることが明らかになっている。そのため、以下の（１）から（３）の点に留意すること。

　（１）　標準授業時数を大きく上回って教育課程を編成している学校において、標準授業時数を上回る部分の時数について、具体的な使い方を想定していないと回答した学校も25％程度あるため、そうした場合は、真に必要な時間かどうかを検討し、改善を図る必要があること。
　（２）　標準授業時数を上回る部分の時数の使い方の想定として、学級閉鎖等の不測の事態においても授業時数を確保するためと回答した学校が35％程度あるが、災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態においては、実施した授業時数が標準授業時数を下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものではないこと。
　（３）　標準授業時数を大きく上回って教育課程を編成している学校のうち、点検を行っていない学校が僅かに存在しているが、そのような学校については、早急に点検を実施する必要があること。また、点検を行った結果、指導体制に見合った計画となっていないにもかかわらず、必要な見直しを行う予定の無い学校は、指導体制に見合った計画とするための対応を検討する必要があること。

· 岐阜県は、標準を大きく上回る時数（1086単位時間以上）の学校の割合が、小学校５年生では8.2％、中学校２年生では21.5％（令和６年度計画ベース）と公表されている。各学校においては、今後の教育課程の編成・実施に際して、引き続き指導体制に見合った計画となるよう工夫するとともに、各教育委員会においては、各学校における教育課程の編成が適切に行われるよう、引き続き指導・助言を行うこと。

（参考資料）
→令和６年12月25日付け事務連絡「令和６年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果について（周知）」（文部科学省）
https://www.mext.go.jp/content/20241217-mxt_kyoiku01-000039110_01.pdf

→令和6年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果について
【文部科学省HP掲載リンク】
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1415063_00003.htm
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